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人間文化研究機構本部事務局事務組織・事務分掌規程 

 

平成１７年４年１日 

 人間文化研究機構規程第１００号 

平成１７年１０月２４日改正 

平成１８年 ３月３０日改正 

平成１９年 ３月２８日改正 

平成２０年 ９月２９日改正 

平成２０年１２月２２日改正 

平成２１年 ５月１２日改正 

平成２２年 ５月２７日改正 

平成２４年 ４月２６日改正 

平成２６年１２月 ２日改正 

平成２８年 ３月２８日改正 

平成３１年 ３月２５日改正 

令和元年 ７月 １日改正 

令和３年１２月１３日改正 

令和４年 ３月３１日改正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、人間文化研究機構組織規程第２６条の規定に基づき、人間文化研究機構

（以下「機構」という。）が設置する機構本部事務局（以下「事務局」という。）の組織及

びその所掌事務について定めることを目的とする。 

 

（事務局長） 

第２条 事務局に事務局長を置く。 

２ 事務局長は機構長の監督の下に、事務局の事務を掌理し、機構の大学共同利用機関（以下

「機関」という。）の事務について総括し、及び調整する。 

 

（事務局内部の課及び係） 

第３条 事務局にその所掌事務を分掌させるため、総務課、研究企画課、財務課及び施設課

（以下「課」という。）を置く。 

２ 課に、係を置き、課の事務を分掌する。 

 

 （課長） 

第４条 課に、課長を置く。 

２ 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。 

 

（課長補佐） 

第５条 課に課長補佐を置くことができる。 

２ 課長補佐は、課長を助け、課の事務を処理する。 
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（専門員、専門職員） 

第６条 課に専門員及び専門職員を置くことができる。 

２ 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務

を直接処理するとともに、専門的見地から課長を補佐する。 

３ 専門職員は、上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする特定又は一定範囲の分

野の事務を直接処理する。 

 

（係長等） 

第７条 第３条第２項に規定する係に、係長及び主任を置くことができる。 

２ 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理する。 

３ 主任は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。 

 

（総務課の事務） 

第８条 総務課に次の２係を置く。 

（１）総務係 

（２）人事係 

２ 総務係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）機構に係る所掌事務の総括及び機関との連絡調整に関すること。 

（２）役員会、経営協議会、教育研究評議会その他諸会議に関すること。（他の係に属するも

のは除く。） 

（３）規則の制定及び改廃に関すること。 

（４）公印の管守に関すること。 

（５）公文書の接受、発送、編集及び整理保存に関すること。 

（６）情報公開（個人情報の保護を含む。）に関すること。 

（７）危機管理に関すること。 

（８）男女共同参画に関すること。 

（９）日本研究国際賞に関すること。 

（１０）役員の秘書事務に関すること。 

（１１）旅費及び謝金に関すること。 

（１２）所掌事務に関する調査統計その他報告に関すること。 

（１３）その他総務課の他の係の所掌に属さない事項に関すること。 

３ 人事係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）職員数の管理に関すること。 

（２）役職員の任免に関すること。 

（３）機構長選考・監察会議に関すること。 

（４）給与及び諸手当に関すること。 

（５）勤務時間管理に関すること。 

（６）労働災害及び労災保険に関すること。 

（７）安全衛生に関すること。 

（８）就業規則に関すること。 
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（９）共済組合に関すること。 

（１０）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。  

（１１）その他、人事、労務等に関すること。 

 

（研究企画課の事務） 

第９条 研究企画課に次の４係を置く。 

（１）評価・ＩＲ係 

（２）広報・社会連携係 

（３）研究推進係 

（４）研究支援係 

２ 評価・ＩＲ係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）中期目標及び中期計画に関すること。 

（２）機構として実施する評価に関すること。（他の課に係る評価を除く。） 

（３）ＩＲに関すること。 

（４）研究企画課の所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

（５）その他研究企画課の他の係の所掌に属さない事項に関すること。 

３ 広報・社会連携係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）機構における情報発信に関すること。 

（２）国際発信・国際交流（研究者派遣・受入）に関すること。 

（３）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

（４）その他、広報・社会連携に関すること。 

４ 研究推進係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）基幹研究プロジェクトに関すること。 

（２）共創促進研究に関すること。 

（３）若手研究者育成に関すること。 

（４）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

（５）その他、人間文化研究創発センターの事務に関すること。 

５ 研究支援係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）研究支援事務の総括及び連絡調整に関すること。 

（２）外部資金に係る事務に関すること。 

（３）公的研究費の管理・監査に関すること 

（４）研究活動における不正行為の防止等に関すること 

（５）知的財産管理に関すること。 

（６）総合研究大学院大学との連係協力に関すること。 

（７）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

（８）その他、研究支援に関すること。 

 

（財務課の事務） 

第１０条 財務課に次の３係を置く。 

（１）財務係 

（２）経理係 
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（３）決算係 

２  財務係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）会計事務に関し総括し、及び連絡調整すること。 

（２）予算・収支計画及び資金計画に関すること。 

（３）物品及び役務等の契約に関すること。  

（４）固定資産（施設課の所掌に属するものは除く。）の管理に関すること。 

（５）国立大学協会保険に関すること。 

（６）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。 

（７）その他財務課の他の係の所掌に属さない事項に関すること。 

３  経理係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）資金運用・管理に関すること。 

（２）債権及び債務の管理に関すること。 

（３）収入及び支払に関すること。 

（４）現金及び有価証券の出納保管に関すること。  

（５）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。  

（６）その他、経理に関すること。 

４ 決算係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）会計の諸規程に関すること。 

（２）計算証明に関すること。 

（３）財務会計システムの運用に関すること。 

（４）年度・月次決算に関すること。 

（５）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。  

（６）その他、決算に関すること。 

 

（施設課の事務） 

第１１条 施設課に施設係を置く。 

２ 施設係においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）施設整備に関し総括し、及び連絡調整すること。 

（２）営繕工事等の契約に関すること。 

（３）施設関係の概算要求に関すること。 

（４）固定資産（土地、建物及び附属設備）の維持管理及び処分に関すること。 

（５）所掌事務に関する調査統計その他諸報告に関すること。                   

（６）その他、施設整備等に関すること。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年１０月２４日から施行し、平成１７年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成２０年９月２９日から施行し、平成２０年７月１日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年５月１２日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年５月２７日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規程は、平成２４年４月２６日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 


